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 2012.9 No.4 
 富山県自動車販売店健康保険組合 

         Tel076-424-3322 

   

平成 24 年 9 月より、組合のホームぺージを開設いたしましたので、是非ご利用ください。 

 ○給付申請書等の用紙が web 上でダウンロードできます。 

  組合ホームページ URL http://www.tyjihan.jp/ 

※ホームページへのアクセスには、ログイン ID・パスワードが必要になりますので、下記の 

ID・パスワードを入力してください。 

ID tomiji 

パスワード 06160402 

 

   

  ジェネリック医薬品に切り替えた場合、1 ヶ月あたり 100 円以上の差額が生じる方に

差額通知を配付いたします。 

  ※ジェネリックのお知らせは、切り替えを強制するのではありません。ジェネリック医薬品への希望が

ありましたら、医師・薬剤師にご相談ください。 

   

 ※ジェネリック医薬品とは? 

   薬の成分が同等で安価なお薬です。先発医薬品の特許期間(20～25 

年)が満了し、他会社が同じ成分で開発した後発医薬品です。 

   価格は、先発医薬品の約３割～８割安く(平均して約半額)、特に慢性 

疾患で長期間服薬が必要な人にオススメです。 

 

   ★ジェネリックはこんなにおトク★ 

      薬価の比較例 

                先発医薬品         15,330 円 

                ジェネリック医薬品      6,570 円 

                 差額は、なんと 1 年間で 8,760 円※ 

                                       (※薬の種類によって差額は異なります) 

高血圧の薬を１日 1 錠 1 年間 

服用した場合(3 割負担のとき) 
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皆さん知っていますか？ 

 

 

Q1. 私は、今年 7 月に会社を定年退職し、引き続き 2 年間加入できる任意継続の手続きを

しました。そのとき、会社の担当者から「退職後は毎月の保険料の 2 倍程度になります

よ」と言われ、今まで会社の給与から天引きされているのは知っていましたが、退職後

の任意継続は、なぜ保険料が増えるのでしょうか？ 

 

Ａ1. 在職中は、ご本人の保険料の半分を会社が負担していましたが、会社を退職し任意継

続になると、保険料は全額ご本人の負担となるため、退職前より保険料負担が増えるこ

とになります。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Q2. 子供が生まれ、家族を扶養家族として申請した場合、保険料は増えるのでしょうか? 

 

Ａ2. 原則として、扶養家族が増えたために保険料が増えることはありません。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Q3. 病気のため入院することになり、会社をしばらく欠勤することになりました。 

会社から給与がでない場合には、健康保険から傷病手当金が支給されると聞きましたが、

どのような制度でしょうか？ 

 

Ａ3. 被保険者(任意継続被保険者除く)本人が、療養のため仕事を 4 日以上休み、労務不能

のため給料が支給されないときは、4 日目から欠勤 1 日につき標準報酬日額の 3 分の

2 が、傷病手当金として支給されます。(支給開始日から 1 年 6 ヶ月の範囲) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Q4. 医療費が高額になった場合に請求すれば医療費が戻ってくると聞きましたが、どのよ

うな手続きをすればよいですか? 

   

A4. 当健康保険組合の場合は、高額療養費に該当した場合、自動払いとなっておりますの

で、特に請求する必要はありません。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Q5. 病院で「限度額適用認定証」を提示してくださいと言われましたが、どのようにすれ

ばよいですか? 

 

A5. 申請書に必要事項を記載していただき、組合又は事業所担当者に提出 

してください。(組合ホームページからダウンロードしていただくか又 

は事業所の担当者に申請書をもらってください。) 

 

 

 


